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平成２６年 1月～９月の工事事故の状況
北陸地方整備局発注の直轄工事

◆平成２６年事故の状況◆

☆平成26年1月～9月の事故は71件（昨年同期53件）発生し、内訳は公衆
災害が35件（同31件）、労働災害が36件（同22件）となっています。

１．工事事故速報の件数
平成２６年1月-9月の事故件数は７１件と昨年、一昨年の同期よりも増加し
ています。特に、労働災害が多く発生しています。

２．労働災害の状況

Ｈ2６年1月-9月の労働災害は36件と昨年、一昨年から増加傾向にあります。
内訳は、熱中症が６件、墜落、飛来・落下、建設機械の接触等、工具取扱いが
各４件となっています。
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３．公衆災害の状況

平成2６年1月-９月の公衆災害は、３５件発生しています。昨年同期と比較す
ると4件の増加となっています。例年多発する埋設物の損傷は過去５カ年で最小と
なっています。

平成2６年７月-９月期は、平成２３年以降最多となっています。例年１０－
１２月期の事故発生件数が多くなる傾向が見られますので、年末の安全管理を
徹底しましょう。

４．四半期毎の事故発生状況



５．事故事例



問い合わせ先：本局企画部技術管理課検査係（025-280-8880）
※ 本紙記載の事故件数は速報値のため、今後変更する場合があります。

安全優良工事事例集を作成しました

今年度表彰を受けた２３件の事例を北陸地方整備局ホームページ
（http://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/yuuryou/h26/H26jireisyu.pdf） に掲載しました。
安全管理の参考にして下さい。

労働安全衛生規則（架設通路）

第五百五十二条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一 丈夫な構造とすること。

二 こう配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限り
でない。

三 こう配が十五度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。

四 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備（丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損
傷、変形又は腐食がないものに限る。）を設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限つて臨時にこれを取り
はずすことができる。

イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり

ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備（以下「中さん等」とい
う。）

五 たて坑内の架設通路でその長さが十五メートル以上であるものは、十メートル以内ごとに踊場を設けること。

六 建設工事に使用する高さ八メートル以上の登りさん橋には、七メートル以内ごとに踊場を設けること。


